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横芝光町農業委員会１２月第９回定例総会議事録

１．開催日時 令和５年１２月６日(水) 午後４時～午後４時５５分

２．開催場所 横芝光町役場 第３会議室

３．出席委員 （１０名）

会 長 ４番 伊藤 靖雄

会長職務代理者 ８番 伊藤 博明

委 員 １番 小川 文彦 ２番 川島 理昭

３番 永野 邦子 ５番 伊藤 直樹

６番 花澤 成晃 １０番 下高原 美津子

１１番 伊藤 裕児 １２番 秋葉 芳明

４．欠席委員 ７番 向後 隆輝 ９番 鈴木 茂樹

５．農業委員会事務局職員

事務局長 高宮芳宏

農政班 原田悠佳子

６．議事日程

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記指名の件

日程第２ 議案第１号

農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定について

日程第３ 議案第２号

農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意見について

日程第４ 議案第３号

農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請に対する県へ

の意見について

日程第５ 議案第４号

令和５年度第９次農用地利用集積計画（案）の承認について
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７．会議の概要

事務局 これより、令和５年１２月第９回農業委員会定例総会を開会します。

はじめに伊藤会長よりご挨拶を申し上げます。

会 長 （伊藤会長挨拶）

ありがとうございました。

事務局

議 長

事務局

本日は、７番 向後 隆輝委員、９番 鈴木 茂樹委員より欠席する旨

の連絡がありましたので報告いたします。

本日の出席委員は、１２名中１０名です。過半数が出席していますので、

会議規則第６条の規定により、本総会は成立しております。

それでは会議規則第４条の規定により、以後の議事進行につきまして

は、伊藤会長に議長をお願いいたします。

これより議事に入ります。

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。会議規則第

１３条第２項の規定により、議長が指名することで、ご異議ございません

か。

（異議なしの声）

ありがとうございます。異議なしの声がありましたので、指名をいたし

ます。

６番 花澤 成晃委員、１１番 伊藤 裕児委員 以上２名の方にお願

いします。

会議書記には、事務局の原田副主査を指名いたしますのでよろしくお願

いします。

続いて日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に

対する許否決定について上程します。事務局に議案の朗読並びに説明をお

願いいたします。

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定に

ついて



3

議 長

５ 番

農地法第３条による許可申請書が提出されたので本会の議決を求める。

令和５年１２月６日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。今回の３条の許可申請は、４件です。

なお、譲受人と譲渡人は資料に記載のとおりです。

申請地の位置図を添付していますのでご覧ください。

１件目は、木戸字十五割の田１筆、５５４㎡です。

後継者がいないため、経営規模を縮小したい譲渡人から隣接農地を所有

する譲受人へ、売買により所有権移転をしようとする申請です。譲受人は、

申請地を取得することで効率的な利用ができ、水稲の作付けを予定してお

ります。

２件目は、木戸字十六割の畑２筆、２，１７７㎡です。

譲渡人は農地を相続しましたが、農業をしていないため、経営規模拡大

をする譲受人へ、売買により所有権移転をしようとする申請です。譲受人

は、落花生の作付けを予定しております。

３件目は、宮川字作間内の田、８５７㎡です。

譲渡人が所有する申請地が、譲受人の所有する田と隣接しており、譲受

人が耕作利便のため所有権移転をする申請です。譲受人は今回の申請地を

取得することで効率的な利用ができ、田のまま利用予定です。互いに耕作

利便のため、結果として農地の交換を行う性質のものです。

４件目は、宮川字作間内の田、８７１㎡です。

譲渡人が所有する申請地が、譲受人の所有する田と隣接しており、譲受

人が耕作利便のため所有権移転をする申請です。譲受人は今回の申請地を

取得することで効率的な利用ができ、田のまま利用予定です。互いに耕作

利便のため、結果として農地の交換を行う性質のものです。

以上、議案第１号の説明でございます。

はい、ごくろうさまでした。ただいま議案第１号の説明並びに朗読が終

りました。はじめに１件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

５番 伊藤です。農地を所有する譲受人が、耕作利便のため売買により

所有権移転をするものです。譲受人は畑を耕作しており、田は新規となる

ものの、まわりから教わりながら耕作ができます。現地を確認したところ、
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議 長

５ 番

議 長

議 長

事務局

耕耘してあり、問題ないと思います。よろしくお願いします。

ありがとうございました。説明が終りましたので、１件目の案件につい

ての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１件目の案件についての採決を行

います。原案のとおり決定することに賛成する方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

続いて２件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

５番 伊藤です。譲受人が経営規模拡大のため、売買により所有権を移

転するものです。申請地は、直近まで耕作されておらず荒れておりますが

譲受人が取得後に整地することで合意しております。作付けは落花生を予

定しております。よろしくお願いします。

ありがとうございました。説明が終りましたので、２件目の案件につい

ての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、２件目の案件についての採決を行

います。原案のとおり決定することに賛成する方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

３件目は、向後委員です。事務局から何かありますか。

本案件につきまして、向後隆輝委員より説明を受けております。

「本件は、隣接する農地を所有する譲受人が、耕作利便のため所有権移

転するものであります。申請地は、これまでも譲受人が管理を任されてお

り、現地を確認したところ、耕耘してあり、問題はないと思われます。よ

ろしくお願いします」とのことでした。
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議 長

議 長

事務局

議 長

事務局

ありがとうございました。説明が終りましたので、３件目の案件につい

ての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、３件目の案件についての採決を行

います。原案のとおり決定することに賛成する方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって４件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

続いて４件目の案件も担当委員は、向後隆輝委員ですが、事務局から何

かありますか。

本案件につきましても、向後隆輝委員より説明を受けております。

「本件は、先程触れました、３件目に関して、譲受人との間で協議が調

い、所有権移転するものです。譲受人は、面積が減少しますが、お互いの

耕作利便のためであり、結果として農地の交換となります。現地を確認し

たところ、耕耘してあり、問題はないと思われます。よろしくお願いしま

す」とのことでした。

説明が終りましたので、４件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、４件目の案件についての採決を行

います。原案のとおり決定することに賛成する方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって４件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

日程第３ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請に対する

県への意見について上程します。事務局に、議案の朗読並びに説明をお

願いします。

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意見

について

農地法第５条による許可申請書が提出されたので本会の意見を求める。
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令和５年１２月６日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。

今回の５条の許可申請は新規７件と計画変更１件です。

なお、譲受人と譲渡人はそれぞれ資料に記載のとおりです。

申請地①の土地は、木戸字二十三割の畑２筆、１，６３５㎡です。

転用の目的は、太陽光発電設備の設置になります。

申請地①の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご覧く

ださい。

申請地①は、横芝光町役場から北東へ３．８㎞の位置にあります。

譲受人は大阪の会社ですが県内でも再生可能エネルギー事業を行って

おり、近隣では山武市・東金市・芝山町等で農地転用許可を受け太陽光発

電設備を設置しております。

ここは農用地区域内にある農地以外の農地であって、第１種・第３種農

地のいずれの要件にも合致しないことから、第２種農地と判断しました。

第２種農地は、周辺の他の土地で代替可能かどうかが審査されますが、

譲受人は木戸地先の周辺の土地も候補地として選定したところ、価格面や

所有者に断られた等の事情により最終的に本申請地を選定したところで

す。

申請地は土地改良区の受益地を除外申請中となっており、雨水は地下浸

透で処理します。

転用期間は令和６年１月１５日から令和６年５月３１日までを予定し

ております。

建設費等は、自己資金により賄う予定であり、金融機関の預金残高証明

書により必要な資金を確保していることを確認しました。

なお、発電した電気は代表取締役を同一人とする別会社へ売電するとの

ことです。

続いて申請地②の土地は、坂田字龍道の畑１筆、６７７㎡のうち、３０

０㎡です。

転用の目的は、梅まつり会場用地になります。

申請地②の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご覧く

ださい。

申請地②は、横芝駅から北西へ２．２７kmの位置にあり、坂田跨道橋
の南側で例年と同じ場所になります。予定では仮設プレハブ倉庫１棟、仮
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設トイレ２基、簡易テントとキッチンカー等による仮設店舗を設置する計

画です。

農業振興地域整備計画の農用地区域にある農地ですが、町から農振計画

上の支障はないとの回答を得ていること、梅まつり終了後に原状の農地へ

復旧する誓約書が提出されていることから例外として許可が見込まれま

す。

隣接する農地所有者へは、事業内容を説明し同意を得ております。

排水は雨水・手洗い水のみで、敷地内での自然浸透処理とします。

仮設プレハブ倉庫やトイレの移送、設置及び撤去費用については、自己

資金を充てる予定で、金融機関からの預金残高証明書により資金調達でき

る見込みであることを確認しています。

転用期間は令和６年２月５日から令和６年３月１５日までを予定して

います。

次に申請地③の土地は、台字前堤内の田１筆、畑１筆、併せて２筆、５

０１㎡です。

転用の目的は、工事用現場事務所と駐車場になります。

申請地③の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご覧く

ださい。

申請地は横芝光町役場から北へ２．５kmの位置にあります。
譲受人は、水道管の耐震化工事を受注し現場事務所の設置等を検討して

いたところ、工事現場周辺に、事務所の設置や工事用車両を置ける広がり

をもった農地以外の土地の適地がなく、最終的に本申請地の選定となりま

した。

予定では、現場事務所１棟、作業員の休憩所１棟、仮設トイレ２基、工

事用車両７台を置く計画です。

工事終了までの一時転用であり、農地復元誓約書が譲渡人・譲受人双方

から提出されており、計画では申請地の整地後透水性シートのうえに砕石

を敷きならすことから、農地への復元は容易なものと思われます。

申請地は土地改良区の受益地外となっており、雨水は地下浸透で処理し

ます。

転用期間は、令和６年１月１０日から令和７年４月２５日までを予定し

ております。

現場事務所の建設費等は、自己資金により賄う予定であり、金融機関の

預金残高証明書により必要な資金を確保していることを確認しました。
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続いて４件目・５件目は転用目的が同一ですので一括して説明します。

申請地④の土地は、傍示戸字外堀の畑２筆、２２５㎡です。

転用の目的は、一般専用住宅１棟になります。

申請地④、⑤の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご

覧ください。

申請地④、⑤は、横芝光町役場から北東へ２．１㎞の位置にあります。

ここは農用地区域内にある農地以外の農地であって、第１種・第３種農

地のいずれの要件にも合致しないことから、第２種農地と判断しました。

第２種農地は、周辺の他の土地で代替可能かどうかが審査されますが、譲

受人は周辺の他の土地も候補地として探しましたが、親から子育ての支援

を受けられる実家に隣接する本申請地を最終的に選定したところです。

住宅建築面積は５６㎡を計画しており、一般専用住宅で転用可能な面積

の上限内の申請となっています。

土地改良関係については、両総土地改良区の受益地外です。

雑排水の放流については、合併処理浄化槽で処理後、東側の側溝に流し

土地改良区管理の排水路へ放流する計画であり、両総土地改良区から排水

の同意を得ています。

隣接農地所有者へは、事業内容について説明済です。

転用期間は令和６年２月１５日から令和６年７月１５日までを予定し

ております。

土地代金等は、借入金により賄う予定であり、金融機関の融資仮承認審

査結果書により必要な資金を確保していることを確認しました。

次に申請地⑥の土地は、北清水字東里の畑３筆、２７１㎡です。

転用の目的は、一般専用住宅１棟になります。

申請地⑥の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご覧く

ださい。

申請地⑥は、横芝駅から南東へ４．１ｋｍの位置にあります。

ここは農用地区域内にある農地以外の農地であって、第１種・第３種農

地のいずれの要件にも合致しないことから、第２種農地と判断しました。

第２種農地は、周辺の他の土地で代替可能かどうか審査されますが、譲

受人は周辺の土地も候補地として探しましたが、親から子育ての支援を受

けられる実家に隣接する本申請地を最終的に選定したところです。

住宅面積は、９９㎡を計画しており、一般専用住宅で転用可能な面積の

上限内の申請となっています。
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議 長

土地改良関係については、両総土地改良区の受益地外です。

雑排水の放流については、合併処理浄化槽で処理後、西側の側溝に流し

土地改良区管理の排水路へ放流する計画であり、両総土地改良区から排水

の同意を得ています。隣接農地はありません。

転用期間は、令和６年２月１５日から令和６年７月１５日までを予定し

ております。

土地代金等は、借入金により賄う予定であり、金融機関の融資仮承認審

査結果書により必要な資金を確保していることを確認しました。

最後に、申請地⑦の土地は栗山字上野の田１筆、３０２㎡です。

内容が関連しておりますので、これから審議していただく議案第３号の

農地転用許可後の計画変更申請の案件と一括して説明いたします。転用の

目的は、自動車作業場および車両置場となります。

申請地⑦の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご覧く

ださい。

申請地⑦は、横芝駅から南西へ１．２ｋｍの位置にあり、もともと譲渡

人が宅地分譲用地として転用許可を受けておりましたが、当初の購入希望

者が都合によりキャンセルしたため、分譲ができないままとなっておりま

した。

その後、譲受人が自動車作業場として使用したい旨申し出があったた

め、計画変更と新規転用の同時申請となりました。

ここは農用地区域内にある農地以外の農地であって、第１種・第３種農

地のいずれの要件にも合致しないことから、第２種農地と判断しました。

第２種農地は、周辺の他の土地で代替可能かどうかが審査されますが、

譲受人は住家以外に土地を所有しておらず、地続きで往来ができる本申請

地を選定したところです。

土地改良関係については、両総土地改良区の受益地外です。

排水は雨水のみで自然浸透にします。隣接農地はありません。

転用期間は令和６年３月１日から令和６年８月３１日までを予定して

おります。

土地代金等は、借入金により賄う予定であり、金融機関の融資仮承認審

査結果書により必要な資金を確保していることを確認しました。

以上が議案第２号の説明です。

ただいま、議案第２号の朗読並びに説明が終わりました。
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５ 番

議 長

１０番

議 長

事務局

議 長

初めに１件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

５番 伊藤です。現地を確認したところ、畑としての耕作はなされてお

らず、土地改良区の受益地を除外申請中であり、雨水は地下浸透させる計

画であることから問題はないと考えられます。よろしくお願いします。

説明が終りましたので、１件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１件目の案件についての採決を行

います。原案のとおり決定することに賛成する方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり許可相当とし

て県知事に意見書を送付いたします。

次に２件目の案件については、私が担当委員となりますので説明いたし

ます。

本件は、毎年現地している坂田梅まつりの用地として使われるもので

す。現地を確認したところ畑としての耕作はなされておりません。隣接所

有者へ事業説明を行っていること、また事業排水の汚水は排水しないこと

から問題はないと考えられます。以上でございます。

説明が終わりましたので、２件目の案件についての質疑を許します。

１０番 下高原です。申請者名が間違っていないでしょうか。

はい、事務局

正しくは、〇〇〇〇でしたので、訂正をお願いします。

申請者の訂正をお願いします。正しくは、〇〇〇〇でお願いします。

そのほかにありますでしょうか。

ありませんので、２件目の案件についての採決を行います。原案のとお

り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）
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２ 番

議 長

議 長

２ 番

議 長

全員賛成、よって２件目の案件については、原案のとおり許可相当とし

て県知事に意見書を送付します。

次に、３件目の案件についての担当委員の説明を求めます。

２番 川島です。本件は、現地を確認したところ、耕作はなされておら

ず、土地改良区の受益地ではないことから問題はないと考えられます。

説明が終りましたので、３件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、３件目の案件についての採決を行

います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって３件目の案件については、原案のとおり許可相当とし

て県知事に意見書を送付いたします。

次に、４件目と５件目の案件ですが、転用目的が同一のために、一括し

て審議を行います。担当委員の説明を求めます。

２番 川島です。本件は現地を確認したところ、畑としての耕作はなさ

れておらず、土地改良区の受益地ではないことから問題はないと考えられ

ます。よろしくお願いします。

ありがとうございました。説明が終りましたので４件目と５件目の案件

についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、４件目と５件目の案件についての

採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。

（挙手全員）

全員賛成、よって４件目と５件目の案件については、原案のとおり許可

相当として県知事に意見書を送付いたします。

続いて、６件目の案件について、担当委員の説明を求めます。



12

８ 番

議 長

１２番

議 長

事務局

議 長

８番 伊藤です。本件は、現地を確認したところ、畑として耕作はなさ

れておらず、土地改良区の受益地でないことから問題はないと考えられま

す。よろしくお願いします。

ありがとうございました。説明が終りましたので、６件目の案件につい

ての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、６件目の案件についての採決を行

います。原案のとおり決定することに賛成の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって６件目の案件については、原案のとおり許可相当とし

て県知事に意見書を送付いたします。

続いて、７件目の案件について担当委員の説明を求めます。

１２番 秋葉です。現地を確認したところ、田としての耕作はなされて

おらず、土地改良区の受益地ではないことを確認していますので問題あり

ません。

説明が終りましたので、７件目の案件についての質疑を許します。

変更承認申請と、一緒に議案の採決でよろしいでしょうか。

議案が別となっておりますので、採決は別になります。

質疑ありませんので、質疑を終了して、７件目の案件についての採決を

行います。原案のとおり決定することに賛成する方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって原案のとおり許可相当として県知事に意見書を送付い

たします。

続いて日程第４ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可後の計

画変更承認申請に対する県への意見についてを上程します。

事務局に議案の朗読並びに説明をお願いします。
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事務局

議 長

事務局

議案第３号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請に

対する県への意見について

農地法第５条による許可後の計画変更承認申請書が提出されたので本

会の意見を求める。

令和５年１２月６日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。

計画変更地は、栗山字上野の田１筆、６９５㎡です。

先程、議案第２号の７件目の説明と重複しますが、当初は、平成１４年

度に建売分譲住宅２棟の用地として申請し、１棟分は分譲できましたが、

もう１棟分は、分譲ができずに空き地となっていましたが、今回譲受人か

ら自動車作業場と使用したいと申し出があったため計画変更するもので

す。

ありがとうございました。ただいま、議案第３号の朗読並びに説明が終

りました。この第３号については、以前に許可を受けた転用内容の変更で

あり、議案２号の７件目で審議済でおります。担当委員の説明を省略しま

す。議案第３号についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、議案第３号についての採決を行い

ます。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって議案第３号については、原案のとおり許可相当として

県知事に意見書を送付いたします。

続いて、日程第５ 議案第４号 令和５年度第９次農用地利用集積計画

（案）の承認についてを上程します。事務局に、議案の朗読並びに説明を

お願いします。

議案第４号 令和５年度第９次農用地利用集積計画(案)の承認につい
て

農業経営基盤強化促進法等改正法附則第５条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされる旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１

項の規定により令和５年度第９次農用地利用集積計画(案)が提出された
ので、本会の議決を求める。
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令和５年１２月６日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。

今回の利用集積は、新規設定が１３件、再設定が７件、所有権移転が４

件です。

利用権を設定する者と利用権設定を受ける者は、資料に記載のとおりで

す。

初めに新規設定です。設定する権利は、すべて賃借権です。

利用権を設定する農地ですが、１件目は、長倉字池之端の田３筆、字長

祖の田２筆、合計５筆、４，４２３㎡、期間は約６年間です。

２件目は、篠本字昭和の田１筆、字新神野の田３筆、合計４筆、１２，

９７５㎡、期間は約１０年間です。

３件目は、篠本字百石新田の田、２，９７５㎡、期間は約１０年間です。

４件目は、篠本字下沼の田、１４㎡、期間は約１０年間です。

５件目は、篠本字下沼の田、９８１㎡、期間は約１０年間です。

６件目は、篠本字上五町の畑、９９９㎡、期間は約１０年間です。

７件目は、篠本字内新田の田２筆、下埜の田２筆、合計４筆、６，８４

３㎡、期間は約１０年間です。

８件目は、新井字矢井道の畑１筆、字新田の田１筆、合計２筆、１，６

９８㎡、期間は約１０年間です。

９件目は、新井字矢井道の畑１筆、４９９㎡、期間は約１０年間です。

１０件目は、新井字丘田の田１筆、字中町の田３筆、合計４筆、１１，

６６４㎡、期間は約１０年間です。

１１件目は、篠本字下埜の田２筆、１，９８０㎡、期間は約１０年間で

す。

１２件目は、新井字丘田の田２筆、字新田の田１筆、合計３筆、４，８

２６㎡、期間は約１０年間です。

１３件目は、新井字新田の田、４，２８２㎡、期間は約１０年間です。

続いて、再設定です。設定する権利は、すべて賃借権です。

１件目は、木戸字九十七割の田、１，１６３㎡、期間は約６年間です。

２件目は、栗山字柳立の田、２，０２８㎡、期間は約６年間です。

３件目は、栗山字柳立の田４筆、合計５，９６９㎡、期間は約６年間で

す。

４件目は、栗山字広手の田、２，９８２㎡、期間は約６年間です。
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議 長

５件目は、鳥喰新田字横田の田４筆、合計４，１２４㎡、期間は約６年

間です。

６件目は、木戸字十七割の畑９筆、合計５，５５４㎡、期間は約１０年

間です。

７件目は、傍示戸字石井戸下の田７筆、字六畝町の田１筆、字若梅辺田

の田１筆、字外堀の田１筆、富下字新渋の田１筆、合計１１筆、９，８

６２㎡、期間は約６年間です。

続いて、所有権移転です。

１件目は、木戸字二割の田１筆、字八割の田１筆、字九割の田１筆、合

計 ３筆、３，２５１㎡。

２件目は、木戸字六割の田２筆、字十割の田１筆、字十一割の田２筆、

合計５筆、３，１０９㎡。

３件目は、栗山字高田の畑、２，１５４㎡。

４件目は、木戸字十二割の田、５８３㎡。

なお、本計画（案）につきましては、旧農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の要件を満たしていると考えます。

以上、議案第４号の説明とさせていただきます。

ありがとうございました。ただいま、議案第４号の朗読並びに説明が終

りました。

はじめに新規設定の案件についての審議を行います。

１件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、１件目の案件についての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、１件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

次に２件目の案件については、資料記載のとおり、永野邦子委員に直接

関係がありますので、議事参与の制限に該当しますので、会議規則第十条

の規定により、採決が終了するまでの間、永野邦子委員の本件への質疑を

禁止いたします。それでは２件目の案件について質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、２件目の案件についての採決を行

います。
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原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、２件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。永野邦子委員への発言の禁止を解きます。

次に、３件目の案件についての、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、３件目の案件について採決を行い

ます。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、３件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

次に、４件目から７件目の案件については、資料記載のとおり、花澤成

晃委員に直接関係があり、議事参与の制限に該当しますので、会議規則第

十条の規定により、採決が終了するまでの間、花澤成晃委員の本件への質

疑を禁止します。それでは、４件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、３件目の案件についての採決を行

います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、４件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

次に、５件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、５件目の案件についての採決を

行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、５件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

次に、６件目の案件について、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、６件目の案件についての採決を行

います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、６件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。
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次に、７件目の案件について、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、７件目の案件についての採決を行

います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、７件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。以上で花澤成晃委員への発言禁止を解きます。

次に、８件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、８件目の案件についての採決を行

います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、８件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

次に、９件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、９件目の案件についての採決を

行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、９件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

次に、１０件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１０件目の案件についての採決を

行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、１０件目の案件については、原案のとおり決定しま

した。

次に、１１件目の案件について、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１１件目の案件についての採決を

行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、１１件目の案件については、原案のとおり決定いた
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６ 番

議 長

しました。

次に、１２件目の案件について、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１２件目の案件についての採決を

行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、１２件目の案件については、原案のとおり決定いた

しました。

次に、１３件目の案件について、質疑を許します。

６番 花澤です。表の上の面積と、下の面積が異なります。

事務局、確認してください。原本確認して訂正します。

ほかにありますか。それでは質疑を終了して、１３件目の案件について

の採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、１３件目の案件については、原案のとおり決定いた

しました。

続いて、再設定の案件についての審議を行います。１件目の案件につ

いての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１件目の案件について採決を行い

ます。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、１件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

続いて、２件目の案件について、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、２件目の案件についての採決を行

います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、２件目の案件については、原案のとおり決定いた

しました。

続いて、３件目の案件について、質疑を許します。
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（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、３件目の案件についての採決を

行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、３件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

続いて、４件目の案件についての、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、４件目の案件についての採決を

行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、４件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

続いて、５件目の案件についての、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、５件目の案件についての採決を行

います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、５件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

続いて、６件目の案件についての、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、６件目の案件についての採決を

行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、６件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

続いて、７件目の案件についての、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、７件目の案件についての採決を

行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、７件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。
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次に、所有権移転の案件についての審議を行います。１件目と２件目

の案件については、資料記載のとおり、伊藤直樹委員に直接関係があり、

議事参与の制限に該当しますので、会議規則第十条の規定により、採決が

終了するまでの間、伊藤直樹委員の本件への質疑を禁止いたします。

それでは、1件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目の案件についての採決を

行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、１件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

次に、２件目の案件についての、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、２件目の案件について採決を行い

ます。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、２件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。以上で伊藤直樹委員の発言禁止を解きます。

次に、３件目の案件について、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、３件目の案件についての採決を行

います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、３件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

次に、４件目の案件について、質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、４件目の案件について採決を行い

ます。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

全員賛成、よって、４件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

以上で提案されました議案の審議はすべて終了しました。慎重審議

ありがとうございました。
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事務局 以上をもちまして、令和５年１２月第９回農業委員会定例総会を閉会し

ます。


